
燕市告示第 １１４ 号 

 

 燕市工場等遮熱断熱促進補助金交付要綱 (令和6年燕市告示第116号)の一部

を次のように改正する。 

  令和 ７ 年 ３ 月２７日 

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

第3条第4号を次のように改める。  

(4) 燕市つばめ子育て応援企業の認定に関する要綱 (令和 2年燕市告示第

126号)に定めるつばめ子育て応援企業 (以下「つばめ子育て応援企業」と

いう。)又はつばめ子育て応援企業の認定を受けることが確実と認められ

る者」に改める。 

第3条第7号中「貸金業法(法昭和58年律第32号)」を「貸金業法(昭和58年法

律第32号)」に改める。 

第7条中第9号を第10号とし、第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号

の次に次の1号を加える。 

(7) つばめ子育て応援企業認定証の写し又は確約書兼同意書(様式第2号) 

第8条第1項中「燕市工場等遮熱断熱促進補助金交付決定通知書 (様式第2号)」

を「燕市工場等遮熱断熱促進補助金交付決定通知書 (様式第3号)」に、「燕市

工場等遮熱断熱促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)」を「燕市工場等遮

熱断熱促進補助金不交付決定通知書(様式第4号)」に改める。 

第10条第1項中「燕市工場等遮熱断熱促進補助金事業変更等承認申請書 (様

式第4号)」を「燕市工場等遮熱断熱促進補助金事業変更等承認申請書 (様式第

5号)」に改め、同条第 2項中「燕市工場等遮熱断熱促進補助金事業変更等承認

通知書(様式第5号)」を「燕市工場等遮熱断熱促進補助金事業変更等承認通知

書(様式第6号)」に改める。  

第11条中「燕市工場等遮熱断熱促進補助金実績報告書 (様式第6号)」を「燕

市工場等遮熱断熱促進補助金実績報告書(様式第7号)」に改める。 

第12条中「燕市工場等遮熱断熱促進補助金交付確定通知書 (様式第7号)」を
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「燕市工場等遮熱断熱促進補助金交付確定通知書 (様式第8号)」に改める。 

第13条中「燕市工場等遮熱断熱促進補助金交付請求書 (様式第8号)」を「燕

市工場等遮熱断熱促進補助金交付請求書(様式第9号)」に改める。 

第15条第1項中第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同項第4号とし、

第2号の次に次の1号を加える。  

(3) 補助金の交付後、3年以内に遮熱・断熱工事を行った工場等に係る事業

を廃業したとき(やむを得ない事情によるものを除く。 )。 

第15条第2項を削る。 

別表を次のように改める。 

別表(第6条関係) 

区分 工事施工面積 上限額 

つばめ子育て応援企業認

定企業 

501m2未満 100万円 

501m2以上901m2未満 150万円 

901m2以上 200万円 

つばめ子育て応援企業プ

ラス認定企業 

501㎡未満 120万円 

501㎡以上901㎡未満 180万円 

901㎡以上 240万円 

様式第1号から様式第8号までを次のように改める。 
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様式第8号の次に次の 1様式を加える。 
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附 則 

 この告示は、令和7年4月1日から施行する。 


